
昭
和
五
十
年
自
治
省
令
第
十
九
号

一
斉
開
放
弁
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二

十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
斉
開
放
弁
の

技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴

霧
消
火
設
備
又
は

あ
わ泡

消
火
設
備
に
使
用
す
る
一
斉
開
放

弁
（
配
管
と
の
接
続
部
の
内
径
が
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
一
斉
開
放
弁
」
と
い

う
。
）
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
構
造
）

第
二
条
　
一
斉
開
放
弁
の
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
弁
体
は
、
常
時
閉
止
の
状
態
に
あ
り
、
起
動
装
置

の
作
動
に
よ
り
開
放
す
る
こ
と
。

二
　
弁
体
を
開
放
し
た
後
に
通
水
が
中
断
し
た
場
合
に

お
い
て
も
、
再
び
通
水
で
き
る
こ
と
。

三
　

た
い堆

積
物
に
よ
り
機
能
に
支
障
を
生
じ
な
い
こ
と
。

四
　
管
と
の
接
続
部
は
、
管
と
容
易
に
接
続
で
き
る
こ

と
。

五
　
加
圧
水
又
は
加
圧
泡
水
溶
液
（
以
下
「
加
圧
水

等
」
と
い
う
。
）
の
通
過
す
る
部
分
は
、
滑
ら
か
に

仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

六
　
本
体
及
び
そ
の
部
品
は
、
保
守
点
検
及
び
取
替
え

が
容
易
に
で
き
る
こ
と
。

七
　
弁
座
面
は
、
機
能
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
き
ず

が
な
い
こ
と
。

（
材
質
）

第
三
条
　
一
斉
開
放
弁
の
材
質
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
本
体
の
主
要
部
分
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ
（
産
業
標
準
化
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
条

第
一
項
の
日
本
産
業
規
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

Ｇ
五
五
〇
一
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
五
一
五
一
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
五

一
二
〇
若
し
く
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
五
一
二
一
に
適
合
す
る

も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
強
度
及
び
耐
食
性

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
さ
び
の
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
は
、
有
効

な
防

せ
い錆

処
理
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
ゴ
ム
、
合
成
樹
脂
等
は
、
容
易
に
変
質
し
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

（

高
使
用
圧
力
の
範
囲
）

第
三
条
の
二
　
一
斉
開
放
弁
の
一
次
側
（
本
体
へ
の
流
入

側
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

高
使
用
圧
力
（
使
用

圧
力
範
囲
（
一
斉
開
放
弁
の
機
能
に
支
障
を
生
じ
な
い

圧
力
の
範
囲
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

大
値
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼

び
の
区
分
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
圧
力
の
範

囲
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

呼
び

圧
力
（
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

十
Ｋ

一
・
〇
以
上
一
・
四
以
下

十
六
Ｋ

一
・
六
以
上
二
・
二
以
下

二
十
Ｋ

二
・
〇
以
上
二
・
八
以
下

（
耐
圧
力
）

第
四
条
　
一
斉
開
放
弁
の
弁
箱
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
呼
び
の
区
分
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
圧
力

を
二
分
間
加
え
た
場
合
、
漏
水
、
変
形
、
損
傷
又
は
破

壊
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

呼
び

圧
力
（
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

十
Ｋ

二
・
〇

十
六
Ｋ

三
・
二

二
十
Ｋ

四
・
〇

２
　
弁
を
開
放
す
る
た
め
の
動
力
（
以
下
「
制
御
動
力
」

と
い
う
。
）
に
圧
力
を
使
用
す
る
弁
開
放
用
制
御
部
は
、

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
び
の
区
分
に
応
じ
て
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
圧
力
（
一
次
側
に
か
か
る
圧
力
と

異
な
る
圧
力
が
か
か
る
弁
開
放
用
制
御
部
に
あ
つ
て

は
、
当
該
弁
開
放
用
制
御
部
の

高
使
用
圧
力
の
一
・

五
倍
の
圧
力
）
を
二
分
間
加
え
た
場
合
、
漏
水
、
変

形
、
損
傷
又
は
破
壊
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
弁
座
は
、
弁
を
閉
止
し
た
状
態
に
お
い
て
、
次
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
び
の
区
分
に
応

じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
圧
力
を
二
分
間
加
え
た

場
合
、
変
形
、
損
傷
又
は
破
壊
を
生
じ
な
い
こ
と
。

二
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
び
の
区
分
に
応
じ
て

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
圧
力
を
二
分
間
加
え
た
場

合
、
漏
水
を
生
じ
な
い
こ
と
。

呼
び

圧
力
（
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

十
Ｋ

一
・
五

十
六
Ｋ

二
・
四

二
十
Ｋ

三
・
〇

（
機
能
等
）

第
五
条
　
一
斉
開
放
弁
は
、
起
動
装
置
を
作
動
さ
せ
た
場

合
、
十
五
秒
（
内
径
が
二
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
六
十
秒
）
以
内
に
開
放
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
一
斉
開
放
弁
は
、
流
速
毎
秒
四
・
五
メ
ー
ト
ル
（
内

径
が
八
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、

毎
秒
六
メ
ー
ト
ル
）
の
加
圧
水
等
を
三
十
分
間
通
水
し

た
場
合
、
機
能
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
表
示
）

第
六
条
　
一
斉
開
放
弁
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の

見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
種
別
及
び
型
式
番
号

二
　
製
造
者
名
又
は
商
標

三
　
製
造
年

四
　
製
造
番
号

五
　
内
径
、
呼
び
及
び
一
次
側
の
使
用
圧
力
範
囲

六
　
直
管
に
相
当
す
る
長
さ
で
表
し
た
圧
力
損
失
値

七
　
流
水
方
向
を
示
す
矢
印

八
　
取
付
け
方
向

九
　
弁
開
放
用
制
御
部
の
使
用
圧
力
範
囲
（
制
御
動
力

に
一
次
側
の
圧
力
と
異
な
る
圧
力
を
使
用
す
る
も
の

に
限
る
。
）

十
　
制
御
動
力
に
用
い
る
流
体
の
種
類
（
制
御
動
力
に

加
圧
水
等
以
外
の
流
体
の
圧
力
を
使
用
す
る
も
の
に

限
る
。
）

十
一
　
制
御
動
力
の
種
類
（
制
御
動
力
に
圧
力
を
使
用

し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

（
基
準
の
特
例
）

第
七
条
　
新
た
な
技
術
開
発
に
係
る
一
斉
開
放
弁
に
つ
い

て
、
そ
の
形
状
、
構
造
、
材
質
及
び
性
能
か
ら
判
断
し

て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上

の
性
能
が
あ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の

省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
技

術
上
の
規
格
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
月
一
八
日
自
治
省
令

第
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
日
本
消
防
検
定
協
会

の
行
う
消
防
用
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
を
申
請

し
て
い
る
一
斉
開
放
弁
に
係
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
一
八
日
自
治
省
令

第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
九
月
二
八
日
自
治
省
令

第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
日
本
消
防
検
定

協
会
の
行
う
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験

を
申
請
を
し
て
い
る
消
火
器
、
消
火
薬
剤
、
閉
鎖
型
ス

プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
、
消
防
用
ホ
ー
ス
、
一
斉
開
放

弁
、

あ
わ泡

消
火
薬
剤
、
感
知
器
及
び
発
信
機
、
流
水
検
知

装
置
、
差
込
式
結
合
金
具
並
び
に
ね
じ
式
結
合
金
具
に

係
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
型
式
承
認
を
受
け
て

い
る
一
斉
開
放
弁
に
係
る
型
式
承
認
及
び
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
試
験
の
結

果
に
基
づ
い
て
型
式
承
認
を
受
け
た
一
斉
開
放
弁
に
係

る
型
式
承
認
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一

斉
開
放
弁
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
規
格
に

よ
る
型
式
承
認
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令

第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第

一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。
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